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令和 3 年 7 月 20 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第５７号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

条 
 

例 

○ 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

○ 

千
葉
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

○ 

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条 
 

 
 

 
 

例 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

○ 

多
衆
行
進
又
は
集
団
運
動
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条 

 
 

 

 
 

例 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

○ 

保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

八 

○ 

千
葉
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
臨
時
の
医
療
施
設
の
開
設
等
の
迅
速
化
及
び 

 
 

 

 
 

円
滑
化
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九 

○ 

ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九 

○ 

県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

九 

○ 

千
葉
県
県
立
特
別
支
援
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇 

○ 

の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
係
る
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め 

 
 

 

 
 

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇 

○ 

び
造
成
土
地
管
理
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例 

 
 

 

 
 

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
〇 

条

例

の

あ

ら

ま

し 

○ 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

二
十

 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
の
廃
止
に
伴

所
要

の
規
定
の
整
備
を
行

 

 

二 

施
行
期
日 

 
 

 

公
布
の
日
か
ら
施
行

 

 

○ 

千
葉
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

二
十
一

 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

１ 

電
気
供
給
業
の
う
ち
特
定
卸
供
給
事
業
に
係
る
法
人
の
事
業
税

資
本
金
等
の
額
が

一
億
円
超
の
普
通
法
人

び
資
本
割
額
の
合
算
額
に
よ

資
本
金
等
の
額
が
一
億
円
以
下
の
普
通
法
人
等

収
入
割
額
及
び
所
得
割
額
の
合

算
額

課
税

び
第
三
十

 

 
 

２ 

軽
油
引
取
税

免
税
証
に
記
載
さ
れ
た
販
売
業
者
以
外
の
販
売
業
者
か
ら
免
税
軽
油

の
引
取
り
を
行
う
場
合
に
お
け
る
免
税
証
へ
の
免
税
軽
油
使
用
者
の
押
印
を
不
要
と
す
る
こ
と
と

第
七
十
二
条
の

 

 
 

３ 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
が
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
場
合
に
お
け
る

県
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
及
び
保
存

知
事
の
承
認
を
不
要
と
す

第
百
十
一
条
か
ら
第
百
十
四
条
ま
で

 

 

二 

施
行
期
日
等 

 
 

１ 

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

一
２
に
つ
い
て
は
令
和
三
年
八

月
一
日

一
３
に
つ
い
て
は
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

 

 
 

２ 

所
要
の
経
過
措
置
を
設

 

 

○ 

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

例
第
二
十
二

 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

１ 

旅
券
法
等
に
基
づ
く
一
般
旅
券
の
発
給
の
申
請
の
受
理
等
の
権
限
を

び
南

房
総
市
並
び
に
夷
隅
郡
大
多
喜
町
及
び
安
房
郡
鋸
南
町
に
移
譲

別
表
第
一

号
の

 

 
 

２ 

老
人
福
祉
法
に
基
づ
く
有
料
老
人

の
設
置
者
に
対
す
る
事
業
の
制
限
及
び
停
止
の
命
令

等
の
権
限
を
我
孫
子
市
及
び
香
取
郡
東
庄
町
に
移
譲
す

別
表
第
五
号
の
六
関

 

 
 

３ 

の

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
く

地
域
連
携
薬
局
と
称
す
る
こ
と
の
認
定
の
申
請
の
受
理
等
の
権
限
を

び
柏
市

に
移
譲

別
表
第
二
十
二
号
の
二
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で

 

 

二 

施
行
期
日
等 

 
 

１ 

令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

一
１

茂
原
市
へ
の
移

譲
に
つ
い
て
は

へ
の
移
譲
に
つ
い
て
は
令
和
四
年
一
月
四

び
南
房
総
市
並
び
に
安
房
郡
鋸
南
町
へ
の
移
譲
に
つ
い
て
は
同
年
九
月
二
十
八

の
一
部
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
施
行

 

 
 

２ 

所
要
の
経
過
措
置
を
設

 

 

○ 

多
衆
行
進
又
は
集
団
運
動
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

3

年

7 

月

20

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第５７号 令和 3 年 7 月 20 日 (火曜日) 
 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

 

押
印
等
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
を
実
施

次
の
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備

を
行

 

 
 

１ 
多
衆
行
進
又
は
集
団
運
動
に
関
す
る
条
例 

 
 

２ 
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例 

 
 

３ 

千
葉
県
警
察
基
本
条
例 

 

二 

施
行
期
日 

 
 

 

令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

 

 

○ 

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福

祉

の
事
業
等
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
改
正

事
業
者

等
に
お
け
る
諸
記
録
の

電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
等
が
で
き
る
こ

と
と
さ
れ
た
こ
と
に
伴

関
係
す
る
次
の
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行

 

 
 

１ 

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例 

 
 

２ 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例 

 
 

３ 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の

び
運
営
に
関
す
る
基
準
等

を
定
め
る
条
例 

 
 

４ 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の

び
運
営
に
関
す
る
基
準
等

を
定
め
る
条
例 

 
 

５ 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害

福
祉

の
事
業
等
の

び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例 

 
 

６ 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福
祉

事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例 

 
 

７ 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害

者
支
援
施
設
等
の

び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例 

 
 

８ 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
者
支

援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例 

 
 

９ 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
地
域
活
動

支
援

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例 

 
 

 
 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
福
祉

ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例 

 

二 

施
行
期
日 

 
 

 

令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

 

 

○ 

保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

二
十
五

 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

 

び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一

部
改
正

感
染
症
や
非
常
災
害
に
対
す
る
対
策
の
強
化
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
に
伴

所
要
の
改
正
を
行

第
八
条
の
二
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び

 

 

二 

施
行
期
日
等 

 
 

１ 

令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

 

 
 

２ 

所
要
の
経
過
措
置
を
設

 

 

○ 

千
葉
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
臨
時
の
医
療
施
設
の
開
設
等
の
迅
速
化
及
び
円
滑
化

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

二
十
六

 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
及
び
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る

医
療
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行

第
一
条

 

 

二 

施
行
期
日 

 
 

 

公
布
の
日
か
ら
施
行

 

 

○ 

ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

 

食
品
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
改
正

全
て
の
ふ
ぐ
営
業
が
食
品
衛
生
法
の
施
設
基
準
の
対

象

伴

同
法
の
施
設
基
準
の
対
象
と
な
ら
な
い
ふ
ぐ
営
業
用
の
施
設
基
準
を
廃

止

 

 

二 

施
行
期
日 

 
 

 

公
布
の
日
か
ら
施
行

 

 
○ 
県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

二

十
八

 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

 

道
路
構
造
令
の
一
部
改
正
に
伴

次
の
と
お
り
所
要
の
改
正
を
行

 

 
 

１ 

交
通
事
故
の
防
止
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
道
路
に
設
け
る
施
設

自
動
運
行

補
助
施
設
を
追
加

 

 
 

２ 

歩
行
者
利
便
増
進
道
路
の
構
造
の
一
般
的
技
術
的
基
準
を
定

第
四
十
三
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三 

令和 3 年 7 月 20 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第５７号 
 

 
二 

施
行
期
日 

 
 

 
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

 

 

○ 

千
葉
県
県
立
特
別
支
援
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

二
十
九

 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

 

千
葉
県
立
東
葛
の
森
特
別
支
援
学
校
を
新
設
す
る
こ

 

 

二 

施
行
期
日 

 
 

 

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 

 

○ 

の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
係
る
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る

 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

 

の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
係
る
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
規

則
の
一
部
改
正
に
伴

重
点
整
備
地
区
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
信
号
機
に
つ

音
響
信
号
機

信
号
機
の
表
示
に
関
す
る
情
報
を
視
覚
障
害
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機

器
に
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
信
号
機
を
含

 

 

二 

施
行
期
日 

 
 

 

令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

 

 

○ 

び
造
成
土
地
管
理
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る

 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

 

東
葛
・
葛
南
地
区
工
業
用
水
道
事
業
の
給
水
量

次
の
と
お
り
減
量
す
る
こ
と
と
し

 

 
 

 
 

改
正
前 

 
→

 

改
正
後 

方

 

 

二 

施
行
期
日 

 
 

 

令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

 

条

例 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
三
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
二
十
号 

 
 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正

 

 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の

に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

病
原
体
が

ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の

令
和
二
年
一
月

中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対

人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限

に
改

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例

公
布
の
日
か
ら
施
行

 

  

千
葉
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
三
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

千
葉
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

び

に
改

発
電
事
業

下

及
び
電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
十
五
号
の
三
に
規
定
す
る
特
定
卸
供

こ
の
節

加

 

 

び

発
電
事
業
等
及
び

は

発
電
事
業
等
又
は

に
改

 

 

第
三
十
七
条
第
二
項
及
び

び

発
電
事
業
等
及
び
特
定
卸
供
給
事

に
改

 

 

第
七
十
二
条
の

記
名

改

 

 

知
事
の
承
認
を
受

当
該
承
認
を
受

に
改

 

 

知
事
の
承
認
を
受

当
該
承

認
を
受

に
改

の
承
認
を
受

前
条
の
規

定
に
よ
り
県
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
及
び
保
存

当
該
県
税
関
係
帳
簿
の
備

付
け
及
び
保
存
に
代

県
税
関
係
帳
簿
の
う
ち
同
条
の
承
認
を
受
け
て
い

に
改

知
事
の
承
認
を
受

削

を
受

に
改

 

 

第
百
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改

 

第
百
十
三
条 

削
除 

 

の
承
認
を
受

規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従

備
付



 
 

 

四 
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け
及
び
保
存
が
行

改

 

 
 

 

附 

則 

 
 

１ 

こ
の
条
例

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

第
七
十
二
条
の
十
三
の
改
正
規
定

は
令
和
三
年
八
月
一
日

第
百
十
一
条
か
ら
第
百
十
四
条
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項

及
び
第
四
項
の
規
定
は
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

 

 

の
事
業
税
に
関
す
る

 

２ 

改
正
後
の

び
第

三
十
七
条
の
規
定

条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に

つ
い
て
適
用

同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税

従
前
の

例

 

 

を
使
用
し
て
作
成
す
る
県
税
関
係
帳
簿
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る

 

３ 

新
条
例
第
百
十
一
条
及
び
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定

令
和
四
年
一
月
一
日
以
後
に
備
付
け
を

開
始
す
る

に
規
定
す
る
県
税
関
係
帳
簿

以
下
同

適
用

 

４ 

新
条
例
第
百
十
二
条
第
二
項
の
規
定

令
和
四
年
一
月
一
日
以
後
に
保
存
が
行
わ
れ
る
県
税
関
係

帳
簿
に
係
る

に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録

適

用

 

  

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布

 

 
 

令
和
三
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 
谷 

 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
二
十
二
号 

 
 

 

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

別
表
第
一
号
の

の
下

を
加

並
び
に
山
武
郡
横
芝
光

山
武
郡
横
芝
光
町
並
び
に

に
改

 

 
 

別
表
第
五
号
の
六
上
欄
ヘ

に
改

同
欄
中
ヘ
を
リ

同
欄
ホ

に
改

同
欄
中
ホ
を
ト

ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

 

 
 

 

チ 

法
第
二
十
九
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
制
限
及
び
停
止
の
命
令 

 
 

別
表
第
五
号
の
六
上
欄
ニ

に
改

同

欄
中
ニ
を
ヘ

ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

 

 
 

 

ニ 

法
第
二
十
九
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理 

 
 

 

ホ 

法
第
二
十
九
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表 

 
 

別
表
第
五
号
の
六
上
欄
に
次
の
よ
う
に
加

 

 
 

 

ヌ 

法
第
二
十
九
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
る
通
知 

 
 

 

ル 

法
第
二
十
九
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
援
助 

 
 

別
表
第
二
十
二
号
の
二
上
欄
中
ヲ
を
ネ

チ
か
ら
ル
ま
で
を
タ
か
ら
ツ

ト
を
カ
と

カ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

 

 
 

 

ヨ 

法
第
七
十
二
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
る
措
置
の

に
係
る
も
の
に
限

 

 
 

別
表
第
二
十
二
号
の
二
上
欄
中
ヘ
を
ワ

ホ
を
ヲ

ニ
を
チ

チ
の
次
に
次
の
よ
う

に
加

 

 
 

 

リ 

法
第
四
十
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
許
可
の
申
請
の
受

理 

 
 

 

ヌ 

法
第
四
十
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
許
可
の
更
新
に
係

る
申
請
の
受
理 

 
 

 

ル 

法
第
四
十
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品

の
販
売
業
の
休
廃
止
等
の
届
出
の
受
理 

 
 

別
表
第
二
十
二
号
の
二
上
欄
ハ

第
三
項
た
だ
し

第
三
十
五
条
第
四
項
た

だ
し

に
改

同
欄
中
ハ
を
ト

ロ
を
ヘ

イ
を
ホ

ホ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加

 

 
 

 

イ 

法
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
連
携
薬
局
と
称
す
る
こ
と
の
認
定
の
申
請
の
受

理 

 
 

 

ロ 

法
第
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
連
携
薬
局
と
称
す
る
こ
と
の
認
定
の
更
新
に
係

る
申
請
の
受
理 

 
 

 

ハ 

法
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
と
称
す
る
こ
と
の
認
定
の

申
請
の
受
理 

 
 

 

ニ 

法
第
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
と
称
す
る
こ
と
の
認
定
の

更
新
に
係
る
申
請
の
受
理 

 
 

別
表
第
二
十
二
号
の
三
上
欄
中
ヘ
を
ヲ

同
欄
ホ

の
下

及
び
再
生
医
療
等

製
品
の

を
加

同
欄
中
ホ
を
ル

同
欄
ニ

の
下

及
び
再
生
医
療

等
製
品
の

を
加

同
欄
中
ニ
を
ヌ

ハ
を
チ

チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

 

 
 

 

リ 
政
令
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
許
可
証
の
再
交
付

の
申
請
の
受
理 

 
 

別
表
第
二
十
二
号
の
三
上
欄
中
ロ
を
ヘ

ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

 

 
 

 

ト 

政
令
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
許
可
証
の
書
換
え

交
付
の
申
請
の
受
理 
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別
表
第
二
十
二
号
の
三
上
欄
中
イ
を
ホ

ホ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加

 

 
 

 

イ 

政
令
第
二
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
の
受
理 

 
 

 
ロ 

政
令
第
二
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
の
受
理 

 
 

 
ハ 

政
令
第
二
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
発
見
し
た
認
定
証
の
受
領 

 
 

 

ニ 
政
令
第
二
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
認
定
証
の
受
領 

 
 

別
表
第
二
十
三
号
上
欄
中
チ
を
リ

ハ
か
ら
ト
ま
で
を
ニ
か
ら
チ

ロ
の
次
に
次
の

よ
う
に
加

 

 
 

 

ハ 

省
令
第
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
連
携
薬
局
等
の
変
更
の
届
出

の
受
理 

第
二
条 

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正

 

 
 

別
表
第
一
号
の

の
下

の
下

南
房

を
加

並
び
に

夷
隅
郡
大
多
喜
町
並
び
に

に
改

 

 
 

 

附 

則 

 
 

１ 

こ
の
条
例

令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行

 

 

一 

第
一
条
中
別
表
第
五
号
の
六
上
欄
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
改
正
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

第
一
条
中
別
表
第
一
号
の
二
の

の
下

を
加
え
る
部
分

に
限

及
び
附
則
第
三
項
の
規
定 

令
和
三
年
十
月
十
四
日 

 

三 

第
一
条
中
別
表
第
一
号
の
二
の

の
下

を
加
え
る
部
分

を
除

及
び
附
則
第
四
項
の
規
定 

令
和
四
年
一
月
四
日 

 

四 

第
二
条
及
び
附
則
第
五
項
の
規
定 

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日 

 

の
規
定
に
よ
る
改
正
に
伴
う

 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
第
一
条
の

か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除

改
正
後
の
千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
別
表
第
五

号
の
六
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る

の
規
定
に
よ

り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有

条
例
の
施
行
の
日

以
後
に
お
い
て
は
同
表
第
五
号
の
六
下
欄
に
掲
げ
る
市
町
の
長
が
管
理

及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る

事
務
に
係

同
日
以
後
に
お
け
る
同
法
の
適
用

当
該
市
町
の
長
の
し
た
処
分
そ

の
他
の
行
為

 

３ 

附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
第
一
条
の

に
掲
げ
る
改
正
規
定

に
限

る
改
正
後
の
千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
別

表
第
一
号
の
二
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る

こ
の
項

規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の

に
法
令
の
規
定
に
よ
り
知
事
に

対
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
提
出

同
日
前
に
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
含

係
る

事
務

同
日
以
後
に
お
い
て
は
茂
原
市
長
が
管
理

及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て

同
条
例
第
二
条
の
規
定

知
事
が
管
理

及
び
執
行

 

４ 

附
則
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
第
一
条
の

に
掲
げ
る
改
正
規
定

に
限

改
正
後
の
千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
別

表
第
一
号
の
二
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る

こ
の
項

規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の

に
法
令
の
規
定
に
よ
り
知
事
に

対
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
提
出

同
日
前
に
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
含

係
る

事
務

同
日
以
後
に
お
い
て
は
夷
隅
郡
大
多
喜
町
長
が
管
理

及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

同
条
例
第
二
条
の
規
定

知
事
が
管
理

及
び
執
行

 

 

の
規
定
に
よ
る
改
正
に
伴
う
経
過
措

 

５ 

附
則
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
千
葉
県
知

事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
別
表
第
一
号
の
二
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係

る

規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為

に
法
令
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
提
出

同
日
前
に
な

さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
含

係
る
事
務

同
日
以
後
に
お
い
て
は
同
号
下
欄
に
掲
げ
る
市
町

の
長
が
管
理

及
び
執
行

同
条
例
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ

知
事
が
管
理

及
び
執
行

 

  

多
衆
行
進
又
は
集
団
運
動
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
三
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
二
十
三
号 

 
 

 

多
衆
行
進
又
は
集
団
運
動
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

は
集
団
運
動
に
関
す
る
条
例
の

 

第
一
条 

多
衆
行
進
又
は
集
団
運
動
に
関
す
る

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

下

各
号
に
掲

加

を

に
改

 

 

の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の

 

第
二
条 
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

署
名
押
印

署
名

改

 

 
 

 

を
削

 

 
の

 

第
三
条 

千
葉

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

㊞
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目
次
中

附
則

を 
 

 

に
改

 
 

 

目
次
中

附
則

を 
 

に
改

 

 

目
次
中

附
則

を 
 

に
改

 

改
正

 

 

を
削

 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
条
例

令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

 

  

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布

 

 
 

令
和
三
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

 

第
一
条 

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

 

 
 

 

 

第
十
八
条 

婦
人
保
護
施
設

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

条
例
の

規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定

又
は
想
定

書

面
に
代

当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行

 

 

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

 

第
二
条 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

第
八
十
二
条
第
四
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改

 

 
 

 

同
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
場
合
に
応

当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
を

置

 

 
 

第
十
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加

 

 
 

 
 

第
十
五
章 

雑
則 

 
 

 

 

第
百
十
三
条 

児
童
福
祉
施
設
及
び
そ
の
職
員

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う

条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定

又
は
想
定
さ
れ
る
も
の

書
面
に
代

当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行

 

 

に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の

び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定

め
る
条
例
の

 

第
三
条 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の

び
運
営
に
関
す
る
基
準
等

を
定
め
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

に
改

 

 
 

び

第
四
項
第
一
号
及
び

に
改

 

 
 

に
改

 

 
 

第
九
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加

 

 
 

 
 

第
十
章 

雑
則 

 
 

 

 

第
九
十
三
条 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
及
び
そ
の
従
業
者

そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す

条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定

又

は
想
定

の

の

の
九
及
び
第
八
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含

及
び

の

の

の
九
及
び
第
八
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含

並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除

書
面
に
代
え

当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行

 

 

２ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
及
び
そ
の
従
業
者

そ
の
他
こ
れ
ら
に

類

条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う

こ
と
が
規
定

又
は
想
定

当
該
交
付
等
の
相
手
方
の
承
諾

を
得

当
該
交
付
等
の
相
手
方
が
障
害
児
又
は
通
所
給
付
決
定
保
護
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
障

害
児
又
は
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
係
る
障
害
児
の
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し

書
面
に
代

電
磁
的
方
法

 

 

に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の

び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定

め
る
条
例
の

 

第
四
条 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の

び
運
営
に
関
す
る
基
準
等

を
定
め
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

第
五
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加

 

 
 

 
 

第
六
章 

雑
則 

 
 

 

 

第
五
十
九
条 
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
及
び
そ
の
従
業
者

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定

又
は
想
定

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

及
び
第
十
五
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除

㊞
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目
次
中

附
則

を 
 

に
改

 

 

目
次
中

附
則

を 
 

に
改

 

 
目
次
中

附
則

を 
 

に
改

 

書
面
に
代

当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行

 

 
２ 

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
及
び
そ
の
従
業
者

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が

規
定

又
は
想
定

当
該
交
付
等
の
相
手
方
の
承
諾
を
得

当
該
交
付
等
の
相
手
方
が
障
害
児
又
は
入
所
給
付
決
定
保
護
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
障
害
児

又
は
当
該
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
係
る
障
害
児
の
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ

書
面
に
代

電
磁
的
方
法

 

 

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉

の
事
業
等
の

び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の

 

第
五
条 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害

福
祉

の
事
業
等
の

び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

特
例
介
護
給
付
費
又
は
特
例
訓
練
等
給

に
改

 

 
 

第
十
九
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加

 

 
 

 
 

第
二
十
章 

雑
則 

 
 

 

 

第
二
百
十
一
条 

指
定
障
害
福
祉

事
業
者
及
び
そ
の
従
業
者

そ
の
他
こ
れ

ら
に
類

条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定

又
は
想
定

び

の

び

の

の

の

の

の
二

十
並
び
に
前
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

及
び

の

び

の

の

四
十
九
条
の

の

の

の

第
二
百
一
条
の

の
二
十
二
並
び
に
前
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含

及
び
第
百
九
十
八
条
の

の
十
一
及
び
第
二
百
一
条
の
二
十
二
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除

書

面
に
代

当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行

 

 

２ 

指
定
障
害
福
祉

事
業
者
及
び
そ
の
従
業
者

そ
の
他
こ

れ
ら
に
類

条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面

で
行
う
こ
と
が
規
定

又
は
想
定

当
該
交
付
等
の
相
手
方

の
承
諾
を
得

当
該
交
付
等
の
相
手
方
が
利
用
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
利
用
者
に
係
る
障
害
の

特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮

書
面
に
代

電
磁
的
方
法

 

 

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福
祉

ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

 

第
六
条 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福
祉

事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

第
九
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加

 

 
 

 
 

第
十
章 

雑
則 

 
 

 

 

第
九
十
一
条 

障
害
福
祉

事
業
者
及
び
そ
の
職
員

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定

又
は
想
定

次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除

書
面
に
代

当
該
書
面
に

係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行

 

 

２ 

障
害
福
祉

事
業
者
及
び
そ
の
職
員

そ
の
他
こ
れ
ら
に

類

条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う

こ
と
が
規
定

又
は
想
定

当
該
交
付
等
の
相
手
方
の
承
諾

を
得

当
該
交
付
等
の
相
手
方
が
利
用
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
利
用
者
に
係
る
障
害
の
特
性
に

応
じ
た
適
切
な
配
慮

書
面
に
代

電
磁
的
方
法

 

 

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支

援
施
設
等
の

び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の

 

第
七
条 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害

者
支
援
施
設
等
の

び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

第
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加

 

 
 

 
 

第
五
章 

雑
則 

 
 

 

 

第
六
十
二
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
及
び
そ
の
従
業
者

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定

又
は
想
定

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
六
条
並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
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目
次
中

附
則

を 
 

に
改

 

書
面
に
代

当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行

 

 
２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
及
び
そ
の
従
業
者

そ
の
他
こ
れ
ら
に

類

条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う

こ
と
が
規
定

又
は
想
定

当
該
交
付
等
の
相
手
方
の
承
諾

を
得

当
該
交
付
等
の
相
手
方
が
利
用
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
利
用
者
に
係
る
障
害
の
特
性
に

応
じ
た
適
切
な
配
慮

書
面
に
代

電
磁
的
方
法

 

 

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施

設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

 

第
八
条 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
者
支

援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

第
二
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加

 

 
 

 
 

第
三
章 

雑
則 

 
 

 

 

第
四
十
七
条 

障
害
者
支
援
施
設
及
び
そ
の
職
員

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の

条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定

又
は
想
定
さ
れ
る
も

次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除

書
面
に
代

当
該
書
面
に
係
る
電
磁

的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が

 

 

２ 

障
害
者
支
援
施
設
及
び
そ
の
職
員

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も

条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規

定

又
は
想
定

当
該
交
付
等
の
相
手
方
の
承
諾
を
得

当
該
交
付
等
の
相
手
方
が
利
用
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
利
用
者
に
係
る
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
適

切
な
配
慮

書
面
に
代

電
磁
的
方
法

 

 

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
地
域
活
動
支
援

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

 

第
九
条 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
地
域
活
動

支
援

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

 

 
 

 

 

第
二
十
一
条 

地
域
活
動
支
援

及
び
そ
の
職
員

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定

又
は
想
定
さ

次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除

書
面
に
代

当
該
書
面
に
係

る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行

 

 

２ 

地
域
活
動
支
援

及
び
そ
の
職
員

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

以

条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ

又
は
想
定

当
該
説
明
等
の
相
手
方
の
承
諾
を
得

当
該
説

明
等
の
相
手
方
が
利
用
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
利
用
者
に
係
る
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配

慮

書
面
に
代

電
磁
的
方
法

 

 

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
福
祉

の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

 

第
十
条 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
福
祉

ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

 

 
 

 

 

第
十
九
条 

福
祉

及
び
そ
の
職
員

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

こ
の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定

又
は
想
定

次

項
に
規
定
す
る
も
の
を
除

書
面
に
代

当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録

に
よ
り
行

 

 

２ 

福
祉

ム
及
び
そ
の
職
員

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定

又
は
想
定

当
該
説
明
等
の
相
手
方
の
承
諾
を
得

当
該
説
明
等
の
相

手
方
が
利
用
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
利
用
者
に
係
る
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ

書
面
に
代

電
磁
的
方
法

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例

令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

 

  

保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布

 

 
 

令
和
三
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
千
葉
県
条
例
第
二
十
五
号 

 
 

 
保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

第
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加

 

 

の

 

第
八
条
の
二 

救
護
施
設
等

利
用
者
に
対
し
適
切
な
処
遇
を
行
う
観
点

職
場
に
お
い
て
行
わ

れ
る
性
的
な
言
動
又
は
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言
動

業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲



  

九 
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を
超
え
た
も
の
に
よ
り
職
員
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
方
針
の
明
確
化
等
の

必
要
な
措
置
を
講

 

 

の

 

第
八
条
の
三 

救
護
施
設
等

感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時

利
用
者
に
対
す
る
処
遇
を

継
続
的
に
行

及
び
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の

策
定

当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

 

２ 

救
護
施
設
等

職
員
に
対

業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知

必
要
な
研
修
及

び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施

 

３ 

救
護
施
設
等

定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行

必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の

変
更
を
行

 

 

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加

 

３ 

救
護
施
設
等

前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当

地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ

う
連
携
に
努

 

 

の
下

又
は

を
加

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う

努

次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講

改

同
項
に
次
の
各
号
を

加

 

 

一 

当
該
救
護
施
設
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検

討
す
る

テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含

を
定
期
的
に
開
催

結
果

職
員
に
周
知
徹
底
を
図

 

 

二 

当
該
救
護
施
設
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整

備

 

 

三 

当
該
救
護
施
設

職
員
に
対

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の

た
め
の
研
修
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ

 

 
 

 

附 

則 

 
 

１ 

こ
の
条
例

令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

 

 
 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

の
保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

と

第
八
条
の

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

以
下
同

規

定
の
適
用

新
条
例
第
八
条
の

講
ず
る

よ
う
努

実
施
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ

行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と

 

３ 

施
行
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

及
び
第
三
十
八
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

規
定
の
適
用

講
ず
る
よ
う
努

 

  

千
葉
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
臨
時
の
医
療
施
設
の
開
設
等
の
迅
速
化
及
び
円
滑
化
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
三
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
二
十
六
号 

 
 

 

千
葉
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
臨
時
の
医
療
施
設
の
開
設
等
の
迅
速
化
及
び
円
滑

化
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

千
葉
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
臨
時
の
医
療
施
設
の
開
設
等
の
迅
速
化
及
び
円
滑
化
に

関
す
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の

患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

に
掲
げ

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

と
い
う

第
三
十
一
条
の

に
改

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例

公
布
の
日
か
ら
施
行

 

  

ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
三
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
二
十
七
号 

 
 

 

ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

第
十
五
条
第
一
項
を
削

同
条
第
二
項
を
同
条

 

 
 

 
附 
則 

 

こ
の
条
例

公
布
の
日
か
ら
施
行

 

  

県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
三
年
七
月
二
十
日 
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千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 
県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

に
改

 

 

第
四
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

 

 
 

第
四
十
三
条 

歩
行
者
利
便
増
進
道
路
に
設
け
ら
れ
る
歩
道
若
し
く
は
自
転
車
歩
行
者
道
又
は
歩
行
者
利

便
増
進
道
路
で
あ
る
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
若
し
く
は
歩
行
者
専
用
道
路

歩
行
者
の
滞
留
の

用
に
供
す
る
部
分
を
設

 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
部
分

歩
行
者
利
便
増
進
施
設
等
の
適
正
か
つ
計
画
的
な
設
置
を
誘
導
す
る

必
要

歩
行
者
利
便
増
進
施
設
等
を
設
置
す
る
場
所
を
確
保

場
合

必
要
が
あ
る
と
認

当
該
場
所
に

ベ
ン
チ
そ
の
他
の
歩
行
者
の

利
便
の
増
進
に
資
す
る

は
施
設
を
設

 

３ 

障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る

に
規
定
す
る
新
設
特
定
道
路
を
除

同
項
に
規

定
す
る
道
路
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
す
る
構
造

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例

令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

 

  

千
葉
県
県
立
特
別
支
援
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
三
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

千
葉
県
条
例
第
二
十
九
号 

 
 

 

千
葉
県
県
立
特
別
支
援
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

千

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
立
東
葛
の
森
特
別
支
援
学

等
学
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

校 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 

  

の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
係
る
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
三
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

千
葉
県
条
例
第
三
十
号 

 
 

 

の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
係
る
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
係
る
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

第
二
条
第
一
号
イ

下

当
該
表
示
を
開
始
し
た
こ
と
又
は
当
該
表
示
を
継
続
し

て
い
る
こ
と
に
関
す
る
情
報
を
視
覚
障
害
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
に
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
を
含
む

加

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例

令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

 

  

び
造
成
土
地
管
理
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
三
年
七
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
三
十
一
号 

 
 

 

び
造
成
土
地
管
理
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例 

 

び
造
成
土
地
管
理
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

別
表
第
二
東
葛
・
葛
南
地
区
工
業
用
水
道
事
業
の

を

に
改

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例

令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

 

         

第
二
条
の
表
中

を 
 

に
改

 
 

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

三
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


